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 ゴールデンウイークが始まりましたね！今年は、コロナの影響もかなり落ち着き、久々

に旅行やレジャーを楽しまれる方が多いようです。 

 このまま、コロナも沈静化し、街にも賑わいが戻ればと思いま

す。なお、掲載内容につきご不明な点がございましたら、お気軽に

お問合せ下さい。 

土地所有者からの建物滅失 
 更地であった○○町１番の土地を購入したＡさんがマイホームを

新築し、いざ、建物の表題登記を申請しようとしたところ、○○町１番の土地に実際には

建物がないにもかかわらず、登記記録上「○○町１番地 家屋番号１番」の建物があるこ

とが判明しました。この建物は、昭和初期に建てられたもので、所有者の方がどこにいる

のか、ご存命なのかも不明です。このような場合、どうしたらよいのでしょうか。 

 もし、この登記記録をそのままにし新築の建物登記を行うと、新しい建物は、「家屋番

号１番の２」となってしまいます。新築の建物なのに、家屋番号１番の２ というのは、

Ａさんにとっても、金融機関様にとっても、あまり望ましくない登記です。 

 本件のように、滅失登記を忘れて放置されたケースは多々ありますが、あくまでも申請

人は、その建物の所有者、登記名義人であって、土地の所有者に登記を行う権限はありま

せん。その一方で、建物や土地の表題部の登記（新築の際の表題登記や増築の場合の床面

積変更、地目の変更等）は、登記官による職権の登記が認められています。 

 そこでこのような場合、土地の所有者から滅失の申出を行い、登記官に対し職権による

建物滅失登記を行うよう促すことが可能です。これにより、登記官が必要な調査を行い、

職権で建物滅失登記を行います。ただ、表示に関する登記は職権による登記が認められて

はいますが、あくまでも、権利の登記と同様、当事者の申請に基づいて行うのが原則であ

り、職権登記は二義的なものとされています。 

 また、職権による登記の場合、登記官の調査に時間がかかるため、通常よりかなり時間

がかかります。建物の新築に伴う表題登記の後に、住宅ローンの実行を予定されている場

合は、早めに申出を行っておく必要があります。 
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